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(57)【要約】
【課題】安定性に優れ、白昼における画質が改善された
大型可搬式プロジェクションスクリーンを提供する。
【解決手段】充填可能な管部材で形成される、充填可能
な形状可変の中空体を備える大型可搬式プロジェクショ
ンスクリーンにおいて、構造体（１）によって、すべて
の側面に境界を有する内部空間（５）が画定され、管部
材（３，３Ａ，３Ｂ）が空間内の３方向（ｘ，ｙ，ｚ）
を向いており、前記内部空間（５）は、管部材（３，３
Ａ，３Ｂ）の一部によって形成される縁部に配置されて
いる少なくとも１つのディスプレイ面（７，８）によっ
て、境界が形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充填可能な管部材（３，３Ａ，３Ｂ）で形成される構造体である充填可能で形状可変の
中空体（１）を有する大型可搬式プロジェクションスクリーン（１０）において、上記構
造体（１）が、三次元の内部空間（５）を画定し、この内部空間の全ての側面に境界が形
成されており、上記管部材は空間内の３方向（ｘ，ｙ，ｚ）を向いており、上記内部空間
（５）は上記管部材（３Ａ）の一部により形成される縁部に配置される少なくとも１つの
ディスプレイ面（７，８）によって境界が形成されていることを特徴とする大型可搬式プ
ロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項２】
　請求項１において、上記内部空間（５）に、外側からの入射光を遮ることにより暗くな
る空間が形成されることを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項３】
　請求項１または２において、上記全ての側面境界は、遮光性の減光面を有しており、デ
ィスプレイ面（７，８）として形成されていることを特徴とする大型プロジェクションス
クリーン（１０）。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項において、上記管部材（３，３Ａ，３Ｂ）が、上記内部
空間（５）のすべての側面を画定しており、かつ枠組み構造体（１）を構成していること
を特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項において、上記管部材（３，３Ａ，３Ｂ）は柔軟な二壁
式部材から形成されており、上記二壁式部材の上記２つの壁の間に、上記二壁式部材の上
記壁間の所定の距離を画定する接続部が配置されていることを特徴とする大型プロジェク
ションスクリーン（１０）。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項において、上記管部材（３，３Ａ，３Ｂ）は充填用開口
を介して互いに連通していることを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）
。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項において、上記構造体（１）には平面状の充填可能な部
分的中空体を有していないことを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項において、上記縁部に遮光部材が配置されることを特徴
とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項９】
　請求項８において、上記遮光部材は上部および／または側方パネルを有することを特徴
とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項において、上記管部材（３，３Ａ，３Ｂ）の一部により
形成される縁部上に配置されるディスプレイ面（７）は、上記管部材（３，３Ａ，３Ｂ）
の上記内部空間（５）に面する側に配置されることを特徴とする大型プロジェクションス
クリーン（１０）。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項において、上記縁部を形成する管部材（３，３Ａ，３
Ｂ）は上記ディスプレイ面（７）の高さの少なくとも３分の１に相当する直径を有するこ
とを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項において、上記ディスプレイ面は、背面投射面（７）
である投射面（７，８）として形成されることを特徴とする大型プロジェクションスクリ
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ーン（１０）。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項において、上記投射面（７）上への背面投射用プロジ
ェクタは、上記内部空間（５）において位置変更可能に配置されていることを特徴とする
大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項において、上記投射面（７）は半透明のスクリーンと
して形成されていることを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（１０）。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項において、上記ディスプレイ面（８）は、孔を有する
スクリーンである印刷用面として形成されていることを特徴とする大型プロジェクション
スクリーン（１０）。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項において、上記縁部を形成する上記管部材（３，３Ａ
，３Ｂ）は長細孔（１４）を有することを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（
１０）。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか一項において、上記構造体（１）の底面領域（４）の縁部
上の少なくとも一部分において管部材が遮断されていることを特徴とする大型プロジェク
ションスクリーン（１０）。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれか一項において、上記構造体（１）は立方体形状または直方
体形状の内部空間（５）を画定することを特徴とする大型プロジェクションスクリーン（
１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充填可能な管部材で形成される構造体として構成される、充填可能な形状可
変の中空体を有する大型可搬式プロジェクションスクリーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプの大型プロジェクションスクリーンは、米国特許第６，００８，９３８号か
ら知られている。上記特許は、冷気で膨らませることができて、２つの膨張式の塔とこれ
らの塔を接続する膨張可能な管部材との間にクランプ固定される可搬式のプロジェクショ
ンスクリーンについて記述している。この二次元構造体は、塔に固定されるロープおよび
延長アームを保持することによって直立に保持され、地面に固定される。
【０００３】
　また、膨張式の支持部材を有する平坦な二次元大型プロジェクションスクリーンも知ら
れている。
【０００４】
　可搬式の大型プロジェクションスクリーンの平面構造は、独国特許公報第ＤＥ　１００
　３４　９１２　Ａ１号およびＤＥ　２０３　１８　４７３　Ｕ１から知られている。Ｄ
Ｅ　１００　３４　９１２　Ａ１では、フレームが、ガス媒体を充填することができて柔
軟な素材からなる細長い管部材の両端を合わせることによって形成される。ＤＥ　２０３
　１８　４７３によれば、事実上平面状の膨張可能な中空面が形成されるが、上記中空の
表面は、互いに並行して配列される、固定的に相互接続され順次充填可能な複数の別体の
中空体から形成されている。この平面構造体は、構造体を地面に安定的に固定するための
ロープ、紐または棒をも必要とする。
【０００５】
　冷気で膨張させることができ、風船と同様にして膨らまされ、また同じく膨張させるこ
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とのできるポケットで形成される壁によって境界が形成されるスクリーンは、米国特許第
４，８０２，７３４号から知られている。風船のような構造体の形状を保つために、風船
内の上面および底面はロープで互いに反対側へ引っ張られる。しかしながら、風船状の構
造体では、湾曲した投影面しか実現することができない。また、作業における空気の損失
も極めて多く、さらに、圧縮された内部の充填材に起因して、動かせる範囲が限られてい
る。
【０００６】
　よって、大型プロジェクションスクリーンの安定性および画質の双方を改善することが
望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これが本発明の出発点であり、本発明の目的は、安定性および画質が大幅に改善された
可搬式の大型プロジェクションスクリーンを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的は、最初に述べた大型プロジェクションスクリーンに関する本発明によって
達成される。本発明によれば、構造体によって画定されかつ全側面に境界が形成されてい
る三次元の内部空間が提供され、管部材は空間内の３方向を向いており、内部空間は、管
部材の一部により形成されている縁部上に配置される少なくとも１つのディスプレイ面に
よって境界が形成される。
【０００９】
　本発明において、管部材とは、細長い構造である、所望される任意の充填可能な形状可
変の中空体を意味するものとして理解される。この場合、管部材は、多かれ少なかれ内圧
によって決定されるビーズ状形式および、後に詳述する、所望される任意の所定の底面領
域を有する画定された筒形状の双方を採用することができる。
【００１０】
　言い換えれば、空間内で３方向を向く管部材によって、本発明による構造体は足場状の
、またはフレーム状の構造体を形成し、この構造体により、内部三次元空間が画定される
。即ち、管部材間に足場またはフレーム状の開放領域が形成される。
【００１１】
　本発明によれば、管部材により形成される三次元構造によって、その三次元構成を元に
、最初に言及した、本来は二次元形式でしか実現されない大型可搬式プロジェクションス
クリーンに比較して、本質的安定性を有する中空体が形成される。上記本質的安定性は、
原則としてロープ、フレームまたは支持構造体の追加によって確保する必要のないもので
ある。言い換えれば、本発明において、上述の概念に従って形成される大型可搬式プロジ
ェクションスクリーンでは、例えば１０分から３０分以内という極めて短時間のうちに充
填されることが可能である充填可能な形状可変の中空体が提供され、そのプロセスにおい
て本質的安定性が生じる。上述の概念による大型可搬式プロジェクションスクリーンでは
、特に、時間のかかり、かつ高価な固定手段が回避される。さらに、本概念による可搬式
大型スクリーンでは、通常は数メートルの高度において行われる作業も回避される。一般
的に言えば、これは事実上、形状可変の中空体の充填により、他の手段を要することなく
大型可搬式プロジェクションスクリーンが設置される「ターンキー（ｔｕｒｎ－ｋｅｙ）
システム」を包含するものである。
【００１２】
　さらに、本概念による大型可搬式プロジェクションスクリーンは、平面状かつ二次元設
計である従来的な大型プロジェクションスクリーンに比べて画質が大幅に改善されている
。これは、とりわけ、暗い環境における投影に加えて、白昼状態での投影も可能であると
いう事実によって達成される。本発明においては、この場合、画質を向上させるために、
構造体の内部空間におけるプロジェクタをディスプレイ面への背面投射用に配置でき、内
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部空間は、全ての側面に境界をつけて外部からの入射光に対して暗くした空間として形成
されることが好都合であり、好適には暗室として形成される。言い換えれば、管部材によ
る足場または枠組みで形成される中間的空間は、全ての側面が暗がりをつくる減光面によ
り境界が形成されることが好都合である。即ち、内部空間は、好適には、管部材の他の部
分により形成される他の縁部上に配置される、他の減光面によって境界が形成される。こ
のようにして、構造体の内部空間が暗くされ、昼間でもディスプレイ面への大幅に改善さ
れた背面投射が可能となる。これに対して、最初に言及した二次元式の大型プロジェクシ
ョンスクリーンは、プロジェクタを配置する減光空間を有しないことから、暗い環境での
投射にしか適さない。減光面の１つは、好適にはディスプレイ面によって形成される。
【００１３】
　本発明によれば、ディスプレイ面は、具体的には投射面を意味するものとして理解され
る。この場合、投射面は、特に好適な方法で背面投射面、即ち、例えば構造体内に配置さ
れるプロジェクタによって、画像が後側から投射される投射面の形式で形成され、その画
像は前側から見ることができる。即ち、例えば大型可搬式プロジェクションスクリーンを
外部から見る観衆が、この画像を正面から見ることができる。また、本ディスプレイ面を
、前側または後側から投影されない画像を表示するための表面として使用することも、本
発明の概念の範囲内にある。このタイプの画像は、例えば広告画像の形式でディスプレイ
面に提供されてもよい。
【００１４】
　従って、管部材の他の部分により形成される１つまたは複数の縁部上に１つのディスプ
レイ面だけでなく複数のディスプレイ面を配置し、上記ディスプレイ面は、その度に動画
または静止画像の投射用、または非投射画像の大型ディスプレイ面としての何れの役割も
果たし得ることもまた、本発明の概念の範囲内にある。例えば、１つのディスプレイ面の
みが投射面として使用され、例えば両側面および屋根側である他のディスプレイ面は広告
用の表面として使用される構造体も、本発明の概念の範囲内にある。また、利用可能な全
てのディスプレイ面または少なくとも全ての側方ディスプレイ面が投射面として使用され
る構造体も、本概念に包含される。この目的のために、内部空間内には、適切な可動方法
で案内されて複数のディスプレイ面に代替的に投射する、対応する数のプロジェクタを配
置することができる。
【００１５】
　本発明の好適な態様は従属項に記述され、本発明の範囲内で、かつまたさらなる優位点
に関連して本発明の上述の概念を実現するための有利な可能性を具体的に提示する。
【００１６】
　好適には、内部空間に、外部からの入射光を遮ることにより暗くなる空間が形成される
。全側面に形成される境界は、遮光面を有することが便宜である。遮光面は、好適には、
ディスプレイ面の形式で形成される。この場合、内側の表面が暗くなり、外側の表面が明
るくなるように設計すると特に効果的であることが証明されている。これは、内部空間の
温度上昇を抑制する。
【００１７】
　既に述べたように、具体的には、大型可搬式プロジェクションスクリーンを昼光状態用
に準備する場合、内部空間の全側面に境界をつけて暗室を形成することが好適である。境
界は、必要に応じて、ディスプレイ面、すなわち投射面または単純に印刷されたディスプ
レイ面の何れとしても使用できる非膨張式の減光面によって形成されてもよい。さほど効
果的ではないが、取外しができるように、またはできないように固定される平面状の充填
可能な、特には膨張可能な部材を管部材間に配置する可能性も考えることができる。しか
しながら、この場合の優位点は、構造体により形成される暗室を、管部材および平面状部
材が充填される、好適には膨張される、という事実によって完全に設置できる、という点
にあると考えられる。従って、構造体の開放された表面をさらに取り外す、または覆う必
要はない。暗室構造体が実現される方法に関わりなく、構造体の充填可能な管部材は、大
型プロジェクションスクリーンに内部の安定性および本質的安定性を与える三次元の足場
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または枠組みを構成する。
【００１８】
　充填媒体は、好適には空気であり、特に好適には冷気である。冬季には、高温の空気ま
たは暖気でも効果のある場合がある。さらに、水またはガス（例えば、Ｎ２またはＮe）
等の充填媒体も同様に可能である。
【００１９】
　本発明の好適な態様において、管部材が柔軟な二壁式部材から形成されるように準備す
るが、その２つの壁の間には、二壁式部材の壁間の所定の距離を画定する接続部が配置さ
れる。上述のタイプの二壁式部材は、２００４年８月１２日に出願番号ＰＣＴ／ＥＰ２０
０４／００９０４０として出願された、現時点では未公開である国際出願に記述されてい
る。上記出願の開示内容、具体的には二壁式部材の設計に関連する開示内容は、本引用に
より本出願の開示に含まれる。このタイプの二壁式部材は、その２つの壁間に接続部が存
在する不織布として形成される。これらの接続部は、具体的には、二壁式部材製の織物構
造に織り込まれる、かつその長さによって二壁式部材の壁間の最大距離を画定する糸であ
ってもよい。壁間の接続部の周辺には空洞が形成され、この空洞は、原則的には材料を硬
くするために所望される任意の流体で、具体的には媒体としての空気で充填され、このプ
ロセスにおいて気密式に閉じられる。二壁式部材は、具体的には上述の国際出願の図１、
２および３に示されていて、これらの図を参照して説明されている。管部材に上述の二壁
式部材を使用することにより、事実上、所望される任意の形状の管部材を実現することが
できる。二壁式部材を使用しない場合、管部材は、基本的にそのカバーリングのサイズに
よって画定されるビーズ状の構造であってもよい。さらに、二壁式部材が使用される場合
は、管部材に、必要に応じて、例えば矩形の底部断面または六角形の底部断面を有する筒
形状である所定の画定された形状としてもよい。
【００２０】
　また、上述の二壁式部材は、膨張可能な平面状部材に特に効果的に使用することができ
る。上記平面状部材は、上述の態様に従って管部材上へ、管部材により形成される構造体
の中間空間に取り外し可能式に、または取り外し不能式に配置されることが可能である。
【００２１】
　複数の管部材または平面状部材は、好適には充填用開口を介して互いに連通している。
具体的には、これらの管部材は、上述の態様においても、充填用開口を介して平面的で充
填可能であり、特には膨張可能な部材と連通することができる。その結果、大型可搬式プ
ロジェクションスクリーンの構造体は、好適には、単一の接続部を介して充填されること
が可能である。言い換えれば、充填可能な部材、具体的には本構造体の複数の管部材は全
部が一度に充填され、特には膨らまされる。しかしながら、これは、連結されている、ま
たは互いに連結可能な別々の構造体部材または管部材も同様に互いに独立して、即ち適当
であれば順次充填され得ることを除外するものではない。
【００２２】
　既に述べたように、特に好適な態様の範囲内では、本構造体が平面状の充填可能である
部分的な中空体を持たないことが効果的であることが証明されている。言い換えれば、上
記構造体の形式の中空体は全体が複数の管部材のみで構成される。これは、中空体の本質
的安定性を保証し、暗室は、中間空間を排除することによって特に簡単に実現可能である
。
【００２３】
　さらに、本発明の態様の範囲内では、遮光部材および／または１つ以上のパネルが縁部
に配置されることは特に効果的であることが証明されている。これは、特には、投射面と
して使用されるディスプレイ面が配置される縁部に当てはまる。従ってこの態様によれば
、暗室の実現によって、投射面の背後からの入射光が制限されるだけでなく、前側から投
射面に入射する光も遮光部材によって制限される。遮光部材は、効果的には、ディスプレ
イ面、具体的には投射面の前に影空間を形成する。これにより、昼光状態において動作す
る大型プロジェクションスクリーンの性能はさらに向上する。
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【００２４】
　特に好適な一態様においては、管部材の一部により形成される縁部上へ配置されるディ
スプレイ面が、管部材の内部空間に向いた側面上へ配置して設けられる。言い換えれば、
この実施形態では、ディスプレイ面は外側から内側へ、内部空間に向かって引っ込んだ位
置に設置される。その結果、原則として管部材が大型設計であることにより、ディスプレ
イ面の前に影空間が形成される。この態様では、これらの管部材は既に光防護を形成する
に足るサイズである、という事実が効果的に利用される。従って、管部材状のフレーム構
造体がディスプレイ面の周囲に存在する場合には、ディスプレイ面の全側面を取り囲む影
空間が設けられ、この影空間が外側からの入射光を特に好適な方法で制限する。この態様
は、ディスプレイ面の前の領域における、具体的には投射面の前の領域における光の状態
を著しく向上させることが証明されている。弱光用プロジェクタの場合でも、本態様によ
る大型プロジェクションスクリーンを使用すれば、昼光状態における投射を実現すること
ができる。代替として、例えばビーマ（ｂｅａｍｅｒ）等の費用効果的なプロジェクタも
使用することができる。
【００２５】
　影空間を向上させるために、具体的には、少なくともディスプレイ面の高さの３分の１
に相当する直径を有する縁部を形成する管部材を備えることが規定される。
【００２６】
　投射面への背面投射用プロジェクタは、好適には、大型プロジェクションスクリーンの
内部空間に、その位置を可変調整できるように配置される。具体的には、プロジェクタは
高度調節可能に、例えば昇降台上へ配置される。具体的には、投射面の後側におけるプロ
ジェクタの光強度は、これにより、大型プロジェクションスクリーンの外側の光条件に整
合されることが可能である。
【００２７】
　ディスプレイ面の設計に関しては、異なる実施形態が効果的であることが証明されてい
る。投射面の場合、ディスプレイ面は、効果的には半透明のスクリーンの形式で形成され
る。周辺の光条件に依存して、上記スクリーンは、明るい乳白色または茶色がかったベー
ジュであるように設計されてもよい。ディスプレイ面が印刷用面の形式である、例えば大
型印刷物用スクリーンの形式である場合、このディスプレイ面は防水布として特に効果的
に設計されることが可能である。このような防水布は、孔を開けられても、穿孔されても
よい。これには、重量の面で優位点がある。
【００２８】
　ディスプレイ面の取付け用に、縁部を形成する管部材は、好適には長細孔（ｅｙｅｌｅ
ｔ　ｓｔｒｉｐ）を有する。
【００２９】
　構造体への進入を可能にするために、効果的には、構造体の底面領域の縁部における少
なくとも１部分で管部材が遮断されていることが規定される。言い換えれば、構造体の底
面領域を縁部取る管部材は、入口開口に中断部または端部を有する。このような入口は、
具体的には後側に、即ち構造体における投射面とは反対側に設けられる。
【００３０】
　本構造体の場合、原則的には、本発明の概念に従って異なる空間形状を実現することが
できる。具体的には、基本構造に関して、映画上映には通例でありかつ本構造体が立方体
形状の内部空間を取り囲む画像形式は特に効果的であることが証明されている。さらに、
直方体、球形もしくは半球形または多面体の形式の三次元形状も同じく可能である。また
、所望される任意の底面領域を有する円筒形状も、実現可能である。
【００３１】
　本発明は、使用に関しては特にプロジェクションディスプレイに有益であることが証明
されていて、この状況において理解されるべきであり、また、本発明に関する以下の詳し
い説明も、大型プロジェクションスクリーンへの動画の投射に関連する例について行うが
、本明細書に記述されている概念は、クレームに記述されているように、動画の投影以外
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の他の用途の範囲においても同様に使用可能であり、かつ映画または画像伝達の分野に含
まれない使用にも関連する点は明らかであるべきである。例えば、ここに提示している概
念は純粋な広告目的にも、或いは概して本質的安定性の優先が必要とされるデバイスを実
現するためにも同様に使用可能である。このような用途の、立方体である大型プロジェク
ションスクリーンの場合における例は、純粋な広告用立方体としての使用であろう。また
、この概念は、例えば、単純なディスプレイ目的を実現する場合、またはディスプレイが
行われるプラットフォームを実現する場合にも効果的に使用可能である。
【００３２】
　大型プロジェクションスクリーンは、好適には、長さ、幅および高さが明らかに２メー
トルを超す大きさを有することができる。およそ５メートルから１０メートルの大きさで
あれば、特に効果的である。管部材は、１メートルを大幅に超える直径を有してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して、本発明の例示的な実施形態を先行技術と比較しながら説明する
。図面は、例示的な実施形態を一定の縮尺で示すことを意図したものではなく、説明に好
都合である場合は略式で、かつ／または幾分か歪曲して作成されている。図面から直接認
識することのできる教示内容を補足する情報として、関連の先行技術も参照する。
【００３４】
　ここで、実施形態の形式および詳細事項に対し、本発明の一般的概念を逸脱することな
く様々な修正および変更を行うことができる点は考慮すべきである。明細書本文、図面お
よび請求の範囲に開示されている本発明の特徴は、個々であれ所望される任意の組合せで
あれ、本発明の態様にとって本質的なものである場合がある。本発明の一般的概念は、以
下に示しかつ説明する実施形態の正確な形式または詳細事項に限定されず、或いは、請求
の範囲においてクレームされている発明対象に比べて収斂される発明対象に限定されない
。明記される寸法範囲に関しては、上述の限度内にある値も限定値として開示されるべき
ものであり、かつ所望される通りに使用しかつクレームされることが可能であるべきもの
である。
【００３５】
　本発明をさらに説明するために、図面を参照して、動画用の投射面を有する大型プロジ
ェクションスクリーンの例を使用する本発明の好適な実施形態について説明する。
【００３６】
　図１に示す中空体１は、本実施形態では冷気で充填可能であり、膨張可能で形状可変で
あり、かつ大型可搬式プロジェクションスクリーンの一部である充填可能な管部材３で形
成される構造体として構成されている。この場合の管部材３は、三次元の内部空間５を画
定するように機能し、上記内部空間５は、構造体１によって画定され、かつ構造体１に囲
まれている。管部材３は、この目的のために、空間ｘ、ｙ、ｚの３方向を向いている。図
３に示すように、内部空間５は、本実施形態では投射面の形式である少なくとも１つのデ
ィスプレイ面７によって境界が形成される。本事例では、投射面７は管部材３Ａの一部に
より形成される縁部上に配置される。具体的には、本明細書に記述されている実施形態で
は、内部空間６の全ての側面が、図３にその１つを示す他のディスプレイ面８によって境
界をつけられ、暗室が形成される。言い換えれば、図１に示す、枠組み管部材３Ａにより
形成される平坦な中間空間９は図３に示す投射面７によって覆われ、管部材３により形成
される構造体１の足場／枠組みの場合の、図１に示す残りの平坦な中間空間６は、他のデ
ィスプレイ面８によって覆われる。従って、管部材３、３Ａは、この場合は内部空間５の
全側面を画定する枠組み構造体１を形成しかつその意味では上記枠組み構造体１を包囲し
、一方で、管部材３、３Ａによる足場／枠組間の側方の中間空間は、投射面７の形式また
は広告用表面８の形式であるディスプレイ面によって覆われる。このようにして、本明細
書に記述する大型可搬式プロジェクションスクリーンは、昼光状態における移動使用の間
のスクリーン投射を可能にするために、立方体に近い大寸法の三次元構造体の形式に設計
される。
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【００３７】
　この場合は、内部空間５により形成される暗くされた空間からの背面投射技術が利用さ
れる。図４から分かるように、暗い内部空間５に配置される、図５から図１１により詳し
く示されているプロジェクタは、投射面７を形成する特殊な背面投射用フィルム上へ画像
１１を投射するために使用され、観察者は、上記フィルム上の画像１１を昼光状態におい
ても外側から十分な明るさおよびコントラストで見ることができる。暗い空間として設計
される内部空間５なしでは、昼光状態におけるこのような投射は実質的に不可能であろう
。これは、最初に説明した先行技術による二次元スクリーンにおける最も重大な課題であ
る。さらに、本明細書に記述する大型可搬式プロジェクションスクリーンの特に好適な実
施形態は、管部材３、３Ａによってその構造体が形成される膨張可能な管部材式フレーム
の構造体１により特に向上される安定性および移動性を保証する。管部材は、１．５ｍの
範囲の比較的大きい管部材径を有する。図５から１１に示す特別なファンブロワは、構造
体１の単純かつ十分に安定した構造を保証し、その結果、構造体１は悪い気象状態の間で
も十分な本質的安定性を有する。
【００３８】
　図３および図４の斜視図に示される大型プロジェクションスクリーンの主な特徴は、通
信による投射にある。しかしながら、映画および広告の上映も同様に行うことができる。
さらに、両側面および後壁は広告用印刷物を取り付けるように設計される。この目的のた
めに、構造体１は、とりわけ、図１および２に示されている、例えば投射面７を取り付け
るための長細孔１４を有する。さらに、図２に示す背面斜視図から、構造体１の底面領域
４の縁部における少なくとも１つの点１３には管部材がないことが分かる。言い換えれば
、構造体１の底面領域４を縁部取る管部材３Ｂは、管部材のない点１３を遮るための中断
部１３を有する。点１３は、人々を後側で、即ち投射面７用に設けられる側面１７の反対
側の側面１６に入れるための開口として機能する。
【００３９】
　大型プロジェクションスクリーン１０の製造には、主に２つの異なる材料が使用される
。
【００４０】
　本明細書に記述している実施形態の場合、構造体１の管部材３、３Ａ、３Ｂは全てＰＣ
Ｖで被覆された人造繊維から製造される。上記繊維は、必要に応じて設定されるべきもの
である、管部材３、３Ａ、３Ｂの膨張における内圧において十分な安定性を達成する。さ
らに、上述のタイプの化学繊維は、大型プロジェクションスクリーン１０の長期使用期間
において繰り返される解体と構築の間も耐久性および気密性の双方が保証されることから
、十分に耐久性のあることが証明されている。
【００４１】
　図１に示す平坦な中間空間６、９および図２に示す平坦な中間空間１７、１６は、暗が
りをつくる目的で設けられる。ここに示す実施形態の場合、図３に示す、構造体１の外側
に設けられる長細孔１４に固定される減光フィルム８は、この目的のために機能する。減
光フィルム８はディスプレイ面として機能し、さらに、昼光に対し不透過性でありかつ防
水性である。換言すれば、日照が強まったとしても、内部空間は確実に暗くされ、過熱が
防止される。
【００４２】
　大型プロジェクションスクリーン１０は完全に可動性であることが証明されていて、構
築および解体を極めて柔軟に行うことができる。構築および解体は、スクリーン提示にと
って重要な部材が全て膨張可能な管部材３、３Ａ、３Ｂに固定されていることから特に簡
単である。設置場所の選択は、草地、土壌、砂及びこれらに類似するもの等の非固定的な
基礎表面でも安定性に悪影響を及ぼさないことから、望み通りに行うことができる。構造
体１によって保証される大型プロジェクションスクリーン１０の本質的安定性にも関わら
ず、基礎表面には何ら損害が生じない。さらに、大型プロジェクションスクリーン１０の
構築および解体および操作上の安全性に関しては、目的に対する責任ある導入教育を行え
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ば十分であることから、必ずしも構築用の専門スタッフを確保する必要はない。構造体１
から空気が抜かれた後、および潰れた状態では、中空体１は、次の場所へ輸送できるよう
にユーロパレット上に収容される。
【００４３】
　さらに、本明細書に示す実施形態には安全上の特別な効果がある。既に説明したように
、現時点で故障が発生すると損傷の原因となる可能性のある中実の部材は使用されない。
仮に、空気を抜いている間に人々が構造体１の内部空間５内に存在していたとしても、構
造体１を形成する織布は軽量であり、減圧作業の間に人々に危険が及ぶことはない。本質
的安定性および本質的安定性の信頼性は、とりわけ、内部空間の下縁部領域にバラストを
設けることによって保証される。本質的安定性は、例えば、図７にさらに詳しく示されて
いるウェイトバレル１５によってもさらに向上させることができる。このタイプのウェイ
トバレル１５の実現に際して適切な寸法は、直径が０．７ｍおよび高さが１．２ｍの範囲
である。水で充填されるウェイトバレルは、例えば強風またはスコールが発生した場合の
、滑動および傾斜に対する構造体１の本質的安定性をさらに高める。悪天候および暴風ま
たはハリケーンにおいて大型プロジェクションスクリーン１０または構造体１の地面への
根本的な固定が保証されなければならない場合、既知の概念の場合と同様に、構造体１を
ロープで地面に固定してもよい。この場合は、錘および地面へのアンカの双方が使用され
てもよい。これらの追加的安全対策は、通常の環境条件下では構造体１または大型プロジ
ェクションスクリーン１０の本質的安定性にとって不要であり、図１から１１には示して
いない。
【００４４】
　図１から図４に示す大型プロジェクションスクリーン１０の特に好適な実施形態におい
て、管部材径は１．５ｍ、構築された状態での全体重量は約５００ｋｇである。この実施
形態は、外側が白色であり、内側が暗色、例えば黒であるディスプレイ面を伴って動作す
る。具体的には、減光フィルムとして、コーティングされたＰＶＣ材料製減光フィルムが
使用される。これは、好適には、高い火炎温度でもほとんど燃えず、せいぜい焦げるくら
いのＰＶＣフィルムである。本質的安定性を高めるために使用される固定用バレル１５は
、３５０リットルの保水容量を有する。
【００４５】
　本明細書に記述している大型プロジェクションスクリーンの特に好適な実施形態の場合
、昼光状態における投射の間でも減光状態を実現するために有効なさらなる対策は、図３
および図４に明示される、投射面７の前側領域における影空間１９の実現である。この場
合、管部材３Ａの一部により形成される縁部の上に配置される投射面７は、内部空間５に
面する側面、即ち管部材３Ａの内側の側面２に配置されることが規定される。図３から明
示されるように、投射面として設計されるディスプレイ面７は、外側から内側へ引っ込ん
だ位置に設置されて、ディスプレイ面７の前に影空間１９が形成される。この場合、フレ
ームを形成するビーズ状の管部材３Ａは、前側からディスプレイ面７に入射する可能性の
ある光を制限する光防護を形成する。同様に図３および図４から分かるように、この場合
の管部材３Ａは、ディスプレイ面７の高さのほぼ半分に相当する直径を有する。よって、
管部材３Ａにより、十分な遮光効果が実現される。しかしながら、ここで説明している実
施形態の態様では、遮光部材は管部材３Ａ上で追加的に配置されることが可能である。管
部材３Ａは、例えば帆布ブラインドまたは上部および／または側方パネルの形式で、適切
であれば複数の上部および／または側方パネルなどの形式で延設または固定されることが
可能である。また、ディスプレイ面７の下に配置される少なくとも１つのパネルを配置す
ることが、時として都合がよいことが判明する場合がある。
【００４６】
　図５から図１１には、図１から図４で説明されている大型プロジェクションスクリーン
１０の好適な実施形態が、対応する側面図および断面図による技術的な図面として示され
ている。ここでは、大型プロジェクションスクリーン１０に関して、特に映画およびテレ
ビ形式に適するサイズが、寸法の例示としてメートル形式で示されている。
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【００４７】
　図５は、構造体１による大型プロジェクションスクリーン１０を示す正面図であり、本
正面図には、投射面７のフレームを形成する管部材３Ａが示されている。投射面７は、ク
ランプ接続部材２１と対応する長細孔１４、および投射面７上のさらなる長細孔２４によ
って構造体１および管部材３Ａに固定される。投射面自体のサイズは、４．８ｍ×２．７
ｍである。他に、好適には長さまたは幅が２メートルから５メートルまでの間である寸法
も、同様に実現可能である。
【００４８】
　図６の側面図には、本構造体の管部材３および３Ａを示す。側壁を暗くする形式で実現
されるディスプレイ面は、図３のディスプレイ面８の代替として設計されている。図６に
示す側壁８Ａは、長細孔接続部材２６を介して構造体１の外側に固定される。本実施形態
では、側壁８Ａは７．３ｍ×５．２ｍのサイズを有する。図６はさらに、内部空間５の見
えない部分の部材として、管部材３Ａの内側２に投射面として設計されるディスプレイ面
７を示している。さらに、内部空間５内に配置されかつ高度調節式の昇降台２９上に配置
されるプロジェクタ２７が示されている。昇降台２９によるプロジェクタ２７の高さの位
置合わせを介して、投射壁７の後側の光条件を、大型プロジェクションスクリーン１０の
外部領域３１における周辺の光条件に対して適切であるように設定することが可能である
。
【００４９】
　図７は、本質的安定性を保証する働きをする固定用バレル１５を伴う大型プロジェクシ
ョンスクリーン１０の平面図である。屋根を形成するディスプレイ面８Ｂはさらに、暗く
する目的のために機能し、図６の場合と同様に、アイレット接続部２６を介して構造体１
の管部材３および３Ａに固定される。本事例の場合、ディスプレイ面８Ｂのサイズは７．
３ｍ×７．３ｍである。他の引用符号は全て、図６の場合と同様に選択されている。
【００５０】
　図８に示す大型プロジェクションスクリーン１０の背面図では、既に説明した部材は各
々、先の図面と同じ引用符号が付けられている。図２に示す構造体１の変形例では、後側
の中断された管部材３Ｂの配設、言い換えれば管部材接続片の配設は省略される。これに
対して、管部材３により形成される構造体１の後側のフレームは、内部空間５を暗くする
目的でディスプレイ面８Ｃにより覆われた、下向きに開放されたＵ字形部材として形成さ
れる。上記Ｕ字形部材は、図６および図７におけるディスプレイ面８Ａ、８Ｂと同様に、
アイレット接続部２６を介して構造体１の管部材３の外側に固定される。この場合、後壁
として設計されるディスプレイ面８Ｃのサイズは、７．３ｍ×６ｍである。
【００５１】
　図９は、図５のＡ－Ａ線に沿った断面図である。先の図面と同じ引用符号が付されてい
る部材に加えて、図９には、ディスプレイ面８Ｂ上へ必要に応じて設計されるべきもので
ある排水通路３３が、屋根における排水を行うためにさらに装備されている。さらに図９
には、後側の投射面７を取り囲む影フレーム３７も示されている。陰のフレーム３７の幅
は、約１．５ｍである。構造体１の管部材３Ａにより形成される影空間の陰の投射は、上
記陰のフレームを超えて進んでディスプレイ面７を入射光から保護し、よって、具体的に
は、大型プロジェクションスクリーン１０の昼光状態における投射ケイパビリティが向上
する。
【００５２】
　図１０は、図６のＢ－Ｂ線に沿った大型プロジェクションスクリーン１０の断面図であ
る。この実施形態では、同じ部材に関しては先の図面で使用されている同じ引用符号が再
度使用されている。
【００５３】
　図１１は、図８のＣ－Ｃ線に沿った大型プロジェクションスクリーン１０の断面図であ
る。この場合もやはり、同じ部材に関しては先に既に使用されている同じ引用符号が使用
されている。
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　向上した安定性を有する可搬式の大型プロジェクションスクリーン１０を提供すると同
時に、昼光状態における向上した投射の可能性を実現するために、本発明は、合わせて詰
め込むことができる管部材３、３Ａ、３Ｂで作られる構造体形式の充填可能な形状可変の
中空体を有する大型可搬式プロジェクションスクリーン１０から出発している。本発明は
、画定されるべき構造体により包囲される三次元の内部空間５を形成し、上記管部材３、
３Ａ、３Ｂは空間内の３方向を向いており、内部空間は、管部材の一部により形成される
縁部上に配置される少なくとも１つのディスプレイ面７によって境界が形成される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図６から図１１に示した本発明の特に好適な実施形態による大型プロジェクショ
ンスクリーンの構造を示す斜視図である。
【図２】図１の大型プロジェクションスクリーンの構造を示す背面斜視図である。
【図３】ディスプレイ面が挿入され、特に好適な実施形態に従って投射面が引っ込められ
て広告用表面に対応する残りのディスプレイ面が取り外され、その結果、大型プロジェク
ションスクリーンは昼光状態における投影が可能になり、プロジェクタを収容するための
暗室が形成されている大型プロジェクションスクリーンを示す斜視図である。
【図４】図１の大型プロジェクションスクリーンを示す正面斜視図である。
【図５】本発明の特に好適な実施形態による図３の大型プロジェクションスクリーンを示
す正面図である。
【図６】図３の大型プロジェクションスクリーンを示す側面図である。
【図７】図３の大型プロジェクションスクリーンを示す平面図である。
【図８】図３の大型プロジェクションスクリーンを示す背面図である。
【図９】図５のＡ－Ａ線に沿った大型プロジェクションスクリーンの断面図である。
【図１０】図６のＢ－Ｂ線に沿った大型プロジェクションスクリーンの断面図である。
【図１１】図８のＣ－Ｃ線に沿った大型プロジェクションスクリーンの断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　中空体
３，３Ａ，３Ｂ　管部材
５　内部空間
７，８　ディスプレイ面
１０　プロジェクションスクリーン
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【図７】 【図８】
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【図１１】
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